
令和５年１２月１０日（日） 

ナマコ桁漁業禁止区域の標示灯の設置 
 11 月 10 日から「ナマコ桁漁業」が解禁されることに合わせて、大島干潟の禁止区域に標示

灯を４所設置しました。アマモは、一般的に 11 月から 12 月にかけて、芽を出すと言われて

います。ブルーカーボンを推進するうえで、禁止区域を設けて、アマモを保全することは、と

ても重要であり、大切なことです。 
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